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■問
建
築
住
宅
課(�☎�
６
５
ー
６
５
３
３)

空
き
家
の
改
修
・
家
財
処
分
費
用
に

補
助
金
を
交
付
し
ま
す

利
用
さ
れ
て
い
な
い
市
内
の
空
き
家
の
活
用
を
促
進
す

る
た
め
、
所
有
者
が
行
う
空
き
家
の
改
修
や
家
財
処
分
に

必
要
な
経
費
に
対
し
て
、
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
対
象
空
き
家
】

１
年
以
上
居
住
者
ま
た
は
利
用
者
が
な
い
戸
建
て
住
宅

で
、
平
成
31
年
度
中
に
売
買
ま
た
は
賃
貸
借
契
約
を
締
結

す
る(

し
た)

空
き
家

【
対
象
者
】

空
き
家
の
所
有
者(

売
買
契
約
締
結
済
の
場
合
は
売
主)

※
た
だ
し
、
３
親
等
以
内
の
親
族
に
賃
貸(

売
却)

す
る
場

合
、
法
人
お
よ
び
不
動
産
業
を
営
む
人
、
市
税
等
滞
納

者
、
暴
力
団
員
は
除
き
ま
す
。

【
対
象
事
業
・
補
助
金
額
】

①
空
き
家
改
修
事
業

空
き
家
の
改
修
工
事
に
係
る
費
用
の
１
／
10

(

上
限
20
万
円)

②
空
き
家
家
財
処
分
事
業

空
き
家
の
家
財
道
具
等
の
処
分
に
係
る
費
用
の
１
／
３

(

上
限
10
万
円)

【
要
件
】

○
市
内
業
者
が
請
け
負
う
事
業

○
平
成
32
年
２
月
末
日
ま
で
に
完
了
す
る
事
業

○
対
象
費
用(

税
抜)

が
空
き
家
改
修
事
業
は
30
万
円
以

上
、
空
き
家
家
財
処
分
事
業
は
10
万
円
以
上

【
申
請
方
法
】

必
要
書
類
を
添
付
し
、
事
業
着
手
前
に
直
接
担
当
課
ま

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■問
建
築
住
宅
課
す
ま
い
政
策
推
進
室(�☎�
６
５
ー
６
５
３
３)

移
住
者
の
住
宅
改
修
に
助
成
し
ま
す

自
ら
住
む
の
た
め
に
取
得
し
た
戸
建
て
の
中
古
住
宅
ま
た
は

実
家
を
改
修
す
る
場
合
、
工
事
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

【
対
象
住
宅
】

平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
に
売
買
ま
た
は
賃
貸
借
契
約
が
成

立
し
た
中
古
住
宅
ま
た
は
申
請
者
お
よ
び
配
偶
者
の
３
親
等
以

内
の
親
族
が
所
有
す
る
住
宅

【
対
象
者
】

平
成
28
年
４
月
１
日
以
降
に
、
市
内
の
助
成
対
象
住
宅
に
転

入
・
転
居
し
た(

す
る)

45
歳
未
満
の
人

※
居
住
者
全
員
の
年
間
所
得
の
合
計
が
１
，
２
０
０
万
円
以
下

で
、
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

【
対
象
工
事
】

平
成
32
年
２
月
末
ま
で
に
完
了
す
る
30
万
円
以
上
の
工
事(

市

内
に
事
業
所
等
を
有
す
る
事
業
者
等
が
施
行
す
る
未
着
手
の
工

事)

【
助
成
額
】
　

工
事
経
費
の
10
％
相
当
額(

上
限
20
万
円)

※
満
18
歳
未
満
の
子
を
扶
養
し
同
居
す
る
場
合
、
ま
た
は
65
歳

以
上
の
親
族
が
同
居
す
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
工
事
費
の
3.5
％

(

上
限
各
40
万
円)

を
上
乗
せ
し
て
助
成
し
ま
す
。

【
事
前
登
録
の
受
付
】

４
月
１
日(

月)

〜
15
日(

月)

に
指
定
の
登
録
シ
ー
ト
を
担
当
課

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
登
録
者
多
数
の
場
合
は
４
月
18
日(

木)

19
時
か
ら
の
抽
選
会

で
申
請
者
を
決
定
し
ま
す
。

※
事
前
登
録
の
助
成
額
が
予
算
額
に
満
た
な
か
っ
た
場
合
、
抽

選
会
は
行
い
ま
せ
ん
。
予
算
額
に
達
す
る
ま
で
随
時
先
着
順

で
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

■問
商
工
振
興
課(�☎�
６
５
ー
８
７
６
６)

「
働
き
方
」
が
変
わ
り
ま
す

長
時
間
労
働
を
見
直
し
、
多
様
で
柔
軟
な
働
き
方
を
実

現
す
る
と
と
も
に
、
雇
用
形
態
に
か
か
わ
ら
な
い
公
正
な

待
遇
の
確
保
等
を
め
ざ
す
た
め
、
４
月
１
日
か
ら
、
働
き

方
改
革
関
連
法
が
順
次
施
行
さ
れ
ま
す
。

労
働
時
間
法
制
が
見
直
さ
れ
、
時
間
外
労
働
の
上
限
規

制
が
導
入
さ
れ
る(

中
小
企
業
は
平
成
32
年
４
月
１
日
か
ら

導
入)

等
、
長
時
間
労
働
を
無
く
し
、
年
次
有
給
休
暇
を
取

得
し
や
す
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
事
情
に
合
っ

た
多
様
な
「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
を
実
現
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ

滋
賀
労
働
局

労
働
基
準
部
監
督
課
　
☎
０
７
７
―
５
２
２
―
６
６
４
９

雇
用
環
境
・
均
等
室
　
☎
０
７
７
―
５
２
３
―
１
１
９
０

■問
道
路
河
川
課(�☎�
６
５
ー
６
５
３
１)

河
川
愛
護
活
動
に
報
償
金
を

交
付
し
ま
す

一
級
河
川
の
草
刈
・
清
掃
を
実
施
さ
れ
る
自
治
会(

団
体)

に
報
償
金
を
交
付
し
ま
す
。
実
施
予
定
の
自
治
会(

団
体)

は
、
担
当
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
期
　
限
】
４
月
26
日(

金)

問
合
せ

道
路
河
川
課
〈
本
庁
舎
２
階
〉

☎
６
５
―
６
５
３
１
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性別 年齢男・女 歳

住　所

氏　名

電　話
F A X

メール

長浜市

今月号の特集に関するご意見

広報ながはまに関するご意見

今後、特集を希望するテーマ

※○をつけてください。

担当課からの返事をご希望の場合は、連絡先
をご記入ください。

FAXでも受け付けます。 FAX６５－４００６

（電話・メール・FAX）で返事を希望
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